
 

 

障害者自立支援協議会の取組みについて 

 

４ 障害児者が地域の中で孤立したり支援につながらない等の事態を生み出さないための，

相談支援体制の質的・量的拡充 

（1）地域生活支援拠点の整備 

 

緊急用居室利用前後の居所について（平成 30 年 10 月～平成 31 年３月） 

緊急用居室利用前の居所 緊急用居室利用後の居所 

自宅 15 件 自宅８件，医療機関（病院）２件， 

共同生活援助（グループ・ホーム）２件， 

短期入所施設１件，親戚宅１件，逮捕１件 

医療機関（病院）２件 自宅１件，介護保険施設１件 

刑務所２件 路上生活者等自立支援ホーム１件， 

新居（アパート）１件 

短期入所施設１件 逮捕１件 

共同生活援助（グループ・ホーム）１件 救護施設１件 

救護施設１件 自宅１件 

友人宅１件 サービス付き高齢者専用住宅１件 

居所なし２件 実家２件 

 

令和元年度 第１回仙台市障害者自立支援協議会 

令和元年８月 28 日 追加資料 


